
 

令和８年度 多言語通訳業務委託（長期継続契約） 

仕様書【修正版】 

 

 

１ 委託業務名 

  令和８年度 多言語通訳業務委託（長期継続契約） 

 

２ 目的 

  沖縄県を訪れる多くの外国人観光客や県内に居住する住民など、日本語を介してのコミュニ

ケーションが困難な方に対して、沖縄県消防指令センター（以下「指令センター」という。）が

行う災害対応を円滑にするため、電話同時通訳サービスを用いた多言語通訳体制を確保し、安

心・安全な暮らしのサポートに寄与することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく長期継続契約

となります。長期継続契約に関する特約事項については「８ 長期継続契約に関する特約事項」

のとおり。 

 

４ 業務内容 

  １１９番通報時及び災害（救急等）現場活動時等を対象とした２４時間３６５日において、

日本語による意思疎通が困難な場合に、受託者のコールセンターを介して三者通話及び二者通

話により、多言語通訳体制の確保に係る業務について、指令センターは、受託者に対して次の

事項を委託する。 

（１） 対象 

   ア 指令センターでの１１９番通報対応時 

   イ 救急事案等の現場での災害対応時 

 （２） 対応言語 

     英語、中国語、韓国語、ポルトガル語及びスペイン語とする。（日本語との相互通訳） 

     ※上記以外の言語はベストエフォート（最善努力）対応とする。 

（３） 対応件数 

対応件数は年間約３００件であるが、この件数を超過した場合でも履行期間において

は契約金額等を変更せずに業務を実施すること。 

 （４） 専用回線 

     受信専用電話１回線以上とし、同時に２通話（２チャンネル）以上可能な体制とする。 

（５） 通話体制 

     本業務のコールセンターとの通話体制は、次のとおりとする。 

別紙 



   ア 相互通訳に係る要員を常時５名以上を配置する。 

   イ １１９番通報対応時 

指令センター受付業務を行う指令センター職員、通訳を必要とする１１９番通報者及

びコールセンター間の三者通話とし、相互通訳を行う。 

   ウ 救急事案等現場の災害対応時 

災害現場活動を行う消防職団員とコールセンター間又は通訳を必要とする現場対応者

とコールセンター間の二者通話とし、相互通訳を行う。 

 （６） 実績報告 

   ア 受託者は、指令センターに対して、次の実績報告を行う。 

   （ア） 月次報告 

   （イ）  完了報告 

   イ 上記（ア）、（イ）の各報告に記載すべき項目及び提出方法については、契約締結後、

速やかに受託者が企画立案し、指令センターの事前承諾を得ること。 

 

５ 障害対応 

受託者のコールセンターが災害等、何らかの理由により通話不能に陥った場合、別地域に同

等の対応可能な体制を構築しており、速やかに移行できること。 

 

６ 費用負担 

指令センターがコールセンターを利用する際に発生する通話料金は、指令センターの負担と

する。 

 

７ その他 

（１） 情報セキュリティーに関する国際規格（ISO27001）及び Pマークを取得していること。 

（２） 個人情報保護に関する社内規定が整備されていること。 

 

８ 長期継続契約に関する特約事項 

（１） 本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に規定による長期継

続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係

る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は

解除することができる。 

（２） 前号の規定により受託者に損害が生じるとき、または生じたときは、発注者は、受託者

に対して損害賠償の責めを負う。この場合における損害額は、発注者受託者協議して定め

るものとする。 

以上 

 


